
金
津
古
蹟
志
巻
廿
一

城
西
法
般
寺
町
筋

O
法
結
寺
町

此
の
町
名
は
、
寛
文
十
一
年
の
九
十
歳
者
番
上
艇
に
、
法
結
寺
町
乗

物
屋
踊
兵
衛
母
妙
徳
丸
十
歳
怠
る
を
以
て
扶
持
米
を
賜
は
る
と
と
見

え
、
一
冗
藤
丸
年
の
地
子
町
肝
煎
裁
許
附
に
も
‘
法
般
寺
町
と
あ
り

て
、
此
の
町
内
民
法
般
寺
あ
る
よ
り
起
る
。
然
る
に
明
治
四
年
戸
籍

編
成
町
名
改
亙
の
時
、
法
般
寺
町
を
貸
般
寺
町
と
し
、
御
坊
町
を
ば

五
貸
町
と
せ
り
。
右
如
何
な
る
詮
識
に
て
、
か
L

る
文
字
と
た
し
た

り
け
ん
。
大
聖
寺
町
を
大
正
持
町
と
書
く
た
ど
の
例
に
や
擦
り
た
る

に
や
。
賓
に
事
貨
に
髄
蹄
し
、
古
賀
を
失
へ
り
と
い
ふ
ぺ
し
。

。
法
姑
寺
町
来
歴

奮
停
に
去
ふ
。
昔
は
此
の
地
遜
都
て
犀
川
の
河
原
に
て
、
人
家
も
た

く
、
市
外
の
閑
地
な
り
し
を
、
寛
永
八
年
の
火
災
後
、
障
川
橋
爪
た

る
法
般
寺
に
、
此
の
河
原
の
荒
地
へ
移
縛
を
命
ぜ
ら
れ
‘
初
め
て
寺
地

金
滞
古
蹟
志
巷
廿
一

l
i
 

• 

-. 

を
設
け
て
、
治
替
し
‘
そ
の
近
設
を
ぽ
町
地
と
せ
ら
れ
、
遺
品
同
町
家

を
建
て
、
商
庖
を
開
き
、
町
名
を
ぽ
法
般
寺
町
と
呼
ぴ
た
り
と
い
へ

り
。
按
宇
る
に
、
三
登
記
寛
永
六
年
六
月
前
田
肥
後
喧
嘩
の
僚
に
、

法
給
寺
町
は
.
其
の
時
分
川
除
に
て
、
共
の
外
に
は
家
も
・
泣
く
.
悉

〈
河
原
た
り
し
と
見
ね
た
り
。
又
同
記
K
.
寛
永
八
年
四
月
十
四
日

犀
川
橋
爪
法
般
寺
の
門
前
町
二
軒
の
問
よ
り
出
火
し
、
法
般
寺
の
薬

師
堂
に
燃
付
き
、
夫
れ
よ
り
客
殿
・
庫
裏
に
移
り
、
河
原
町
一
面
に

火
と
成
り
‘
南
風
強
〈
中
河
原
の
大
橋
を
焼
落
し
云
々
。
火
事
後
、

法
般
寺
は
犀
川
の
下
に
て
、
河
原
を
ぽ
寺
地
に
賜
は
り
、
追
付
き
働

殿
を
治
替
す
と
あ
り
。

O
錦
海
山
法
般
寺

浮
土
宗
也
。
貞
享
二
年
の
由
来
書
に
云
ふ
。
大
納
言
利
家
卿
‘
尾
州
よ

り
北
園
へ
御
移
被
v
成
頃
、
営
寺
開
祖
念
轡
上
人
被
=
召
遁
一
共
後
利
長

卿
御
意
を
以
て
二
二
輪
法
受
之
母
儀
養
子
坊
主
に
被
v
命
。
共
由
縁
を

以
て
、
利
長
卿
金
滞
御
在
按
之
頃
‘
犀
川
橋
爪
に
於
て
寺
地
を
賜
は

る
。
二
代
近
春
之
時
、
寛
永
八
年
臭
村
因
幡
を
以
て
‘
摩
川
下
中
村

河
原
之
内
、
間
数
三
十
聞
に
三
十
五
間
之
寺
地
を
賜
は
り
、
移
締
被
a

仰
付
刊
と
あ
り
。
按
守
る
に
、
三
登
記
に
、
寛
永
八
年
四
月
十
四
日




